
部局長会議議事概要（３月２５日）

総 務 課

１ 日 時：平成３１年３月２５日（月）９：１０～９：２０

２ 場 所：第一応接室（本庁３階）

３ 出席者

部局長会議構成員

４ 議 事

総務部長

・地方自治法の改正により、平成３２年４月１日から都道府県知事等に対して導入が義務付

けられた「内部統制制度」について、次の事項を説明し、４月以降の具体的な検討作業に

備え各部局長等へ周知を図った。

（説明項目）

（１）地方公共団体に対する内部統制の制度化の趣旨

（２）制度の概要

（３）制度の導入により期待される効果

（４）県として当面の対応が必要な事項

（５）本県における内部統制の基本的方向性

（６）今後のスケジュール

堀井副知事

・費用対効果を勘案した取組とすること。

→

（総務部長）

「財務に関する事務」が内部統制の対象となるが、その中でもリスクの大きいものに絞

り込むなど、費用対効果を意識した限定的な取組としてまずは開始する予定である。全都

道府県が一斉に取り組むものなので、他県等の事例も参考にしていきたい。

以上




